
                            

                            

 

滋
賀
県
は
令
和
六
年(

二
○
二
四
年)

三
月
現
在
、
国

宝
・
文
化
財
の
指
定
件
数
が
全
国
で
第
四
位
で
あ
り
、
全

国
で
五
指
に
入
り
ま
す
。
令
和
五
年
五
月
に
は
、
滋
賀
県

大
津
市
の
三
井
寺(

園
城
寺)

所
蔵
の
国
宝
「
智
証
大
師

関
係
文
書
典
籍
」
と
「
五
部
心
観
」
の
二
件
が
ユ
ネ
ス
コ

「
世
界
の
記
憶
」
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
文
化
財
も
、
明
治
期
の

廃
仏
毀
釈
や
姉
川
地
震
、
昭
和
期
の
室
戸
台
風
や
太
平

洋
戦
争
な
ど
、
数
多
く
の
危
機
に
直
面
し
て
き
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
政
府
は
、
明
治
三
十
年(

一
八
九
七
年)

六
月
に
古
社
寺
保
存
法
を
公
布
し
、
現
在
の
よ
う
に
文

化
財
の
保
存
・
修
復
に
対
し
て
財
政
的
な
支
援
を
行
う

仕
組
み
を
整
え
ま
す
。
そ
の
後
、
大
正
八
年(

一
九
一
九

年)

六
月
に
庭
園
な
ど
の
名
勝
に
関
す
る
史
跡
名
勝
天

然
紀
念
物
保
存
法
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
八
月
に

は
国
宝
保
存
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

今
回
の
展
示
で
は
、
こ
の
よ
う
な
明
治
時
代
か
ら
現

代
ま
で
の
文
化
財
保
護
の
歩
み
を
当
館
所
蔵
の
公
文
書

を
中
心
に
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。    

        
 

 

第 16回企画展 展示図録 

【展示概要】 

【
展
示
概
要
】 

期
間 

令
和
六
年
九
月
三
十
日
（
月
）
～
同
七
年
一
月
二
十
三
日
（
木
） 

日
時 

月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
休
日
・
年
末
年
始
十
二
月
二
十
九
日
～ 

一
月
三
日
）
を
除
く
） 

 
 

午
前
九
時
～
午
後
五
時 

会
場 

滋
賀
県
立
公
文
書
館
（
県
庁
新
館
三
階
） 

内
容 

特
定
歴
史
公
文
書
等
二
三
点 



   令和 6 年（2024 年）9 月 30 日発行 
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第
一
章 

文
化
財
と
明
治
維
新 

 

明
治
維
新
に
よ
っ
て
で
き
た
新
政
府
は
、
神
道
国
教
化
政
策

の
過
程
で
神
仏
分
離
の
方
針
を
と
り
ま
す
。
こ
れ
を
発
端
に
各

地
で
仏
教
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
廃
仏
毀
釈
が
起
こ
り
、
特
に

日
吉
神
社
で
は
全
国
に
先
ん
じ
て
激
烈
な
廃
仏
毀
釈
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
後
に
延
暦
寺
の
執
行
代
が
県
に
提
出
し
た
事
件
経

過
の
報
告
書
に
は
、
二
宮
（
現
・
東
本
宮
）
な
ど
の
仏
像
や
経

典
、
仏
具
が
焼
き
捨
て
ら
れ
る
と
い
っ
た
被
害
状
況
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
（
資
料
1-1
）。 

廃
仏
毀
釈
を
は
じ
め
と
し
て
、
明
治
維
新
に
伴
う
近
代
化
政

策
の
な
か
で
旧
物
破
壊
の
風
潮
が
生
ま
れ
、
貴
重
な
文
化
財
が

破
壊
さ
れ
た
り
売
却
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
海
外
へ

の
流
出
も
進
み
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
、
政
府

は
明
治
四
年
、「
古
器
旧
物
」
を
分
類
し
て
保
全
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
品
目
と
所
蔵
者
を
ま
と
め
て
提
出
す
る
よ
う
各
藩
府

県
に
命
じ
ま
し
た
（
資
料
1-2
）。
こ
の
「
古
器
旧
物
保
存
方
」

は
そ
の
後
の
全
国
的
な
文
化
財
調
査
の
き
っ
か
け
に
な
る
な

ど
、
日
本
の
文
化
財
保
護
の
出
発
点
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
文
化
財
の
保
存
や
修
理
の
た
め
の
制
度
整
備
は
ま
だ
ま

だ
進
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

      
1-2「古器物保全の件｣ 

明治 4年（1871年）5月【明あ 7（123）】 

1-1「日吉社事件に付願書并手続記録抜書｣ 

明治 6年（1873年）6月 5日【明す 18（21）】 
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こ
の
た
め
、
取
り
壊
し
の
危
機
に
陥
っ
た
の
が
彦
根
城
で
す
。

彦
根
城
は
廃
藩
置
県
の
後
、
兵
部
省
（
の
ち
の
陸
軍
省
）
の
施

設
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
十
一
年
に
城
郭
内

の
不
用
な
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
、
一
部
の
建
物
が
大
津
に
移
さ

れ
る
と
入
札
に
か
け
ら
れ
ま
す
。
天
守
閣
の
売
却
が
決
ま
り
、

解
体
作
業
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
そ
の
と
き
、
明
治
天
皇
の

北
陸
巡
行
に
随
行
し
て
い
た
大
隈
重
信
が
こ
の
事
実
を
知
り

ま
し
た
。
大
隈
が
明
治
天
皇
に
奏
上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
特
旨

に
よ
る
取
り
壊
し
の
中
止
と
保
存
が
決
定
し
ま
す
。
所
管
は
陸

軍
省
の
ま
ま
、
滋
賀
県
は
下
賜
金
を
受
け
て
保
存
策
を
講
じ
る

こ
と
と
な
り
、
彦
根
城
の
取
り
壊
し
は
回
避
さ
れ
ま
し
た
（
資

料
1-3
）。 

 

ま
た
、
国
賓
等
の
接
待
に
あ
わ
せ
て
修
繕
さ
れ
た
例
が
あ
り

ま
す
。
第
一
八
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
ユ
リ
シ
ー
ズ
・
グ
ラ
ン

ト
は
、
任
期
後
の
世
界
旅
行
の
途
中
、
国
賓
と
し
て
二
か
月
間

日
本
に
滞
在
し
ま
し
た
。
コ
レ
ラ
の
流
行
を
理
由
に
京
阪
方
面

へ
の
来
遊
自
体
が
中
止
に
な
り
実
現
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

滋
賀
県
で
は
石
山
寺
や
三
井
寺
等
を
訪
れ
る
予
定
で
し
た
。
グ

ラ
ン
ト
を
も
て
な
す
た
め
に
、
石
山
寺
法
輪
院
の
土
塀
な
ど
が

外
務
省
の
公
費
で
修
復
さ
れ
ま
す
（
資
料
1-4
）。
小
規
模
か
つ

例
外
的
な
修
理
で
は
あ
り
ま
す
が
、
制
度
が
整
っ
て
い
な
い
時

期
に
公
費
に
よ
っ
て
文
化
財
が
修
理
さ
れ
た
貴
重
な
例
と
い

え
ま
す
。 

     

1-3｢旧彦根城郭保存仰出さる｣  

明治 11年（1878年）10月15日【明あ 112（49）】 

1-4「石山寺内法輪院並個人方営繕費入費につき照会｣ 

明治 12年（1879年）6月 16日【明か 20-2（１）】 
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第
二
章 

文
化
財
保
護
の
は
じ
ま
り 

 

明
治
二
十
一
年
、
宮
内
省
図
書
頭
で
あ
っ
た
九
鬼
隆
一
に

よ
り
、
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
が
設
置
さ
れ
、
文
化
財
の
調
査

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
調
査
は
明
治
三
十
年

の
古
社
寺
保
存
法
制
定
ま
で
全
国
各
地
で
行
わ
れ
、
滋
賀
県
に

も
九
鬼
隆
一
自
ら
来
県
し
、
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
滋
賀
県
か

ら
各
郡
役
所
へ
調
査
依
頼
が
出
さ
れ
、
調
査
対
象
と
す
る
文
化

財
や
九
鬼
隆
一
に
供
覧
す
る
た
め
の
場
所
に
つ
い
て
の
調
整

も
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
明
治
二
十
二
年
に
帝
国
博

物
館
が
設
置
さ
れ
る
と
、
こ
の
調
査
の
中
心
は
臨
時
宝
物
取
調

局
か
ら
同
館
へ
と
引
き
継
が
れ
ま
す(

資
料
2-1)

。
明
治
二
十

八
年
二
月
、
衆
議
院
に
古
社
寺
保
存
に
関
す
る
建
議
案
が
提
出
、

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
同
年
四
月
の
内
務
省
の
訓
令
に
基

づ
き
全
国
で
調
査
が
行
わ
れ
、
取
り
ま
と
め
た
も
の
が
政
府
に

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
簿
冊
は
、
そ
の
時
実
施
さ
れ
た
滋
賀

郡
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
由
緒
、
文
化
財
の
寸
法

な
ど
に
加
え
て
建
造
物
絵
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す(

資
料

2-2)

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
三
十
年
六
月
に
古
社
寺
保
存
法
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
指
定
さ
れ
た
文
化
財
の
保
存
・
修

復
に
対
し
て
、
国
か
ら
財
政
的
な
支
援
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
同
法
で
は
、
内
務
大
臣
が
古
社
寺
保
存
会
に
意
見

を
求
め
た
上
で
、
仏
像
等
の
宝
物
を
国
宝
、
建
造
物
を
特
別
保

護
建
造
物
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

と
き
滋
賀
県
で
は
延
暦
寺
や
石
山
寺
な
ど
の
計
一
五
件
が
指 

 

2-1「社寺宝物美術品古建築等取調のため調査員差向｣ 

明治21年（1888年）10月26日【明せ11（2）】                         

2-2｢寺院建造物調書編冊｣ 
明治 28年（1895年）7月 1日 【明す 658（15）】 
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定
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
指
定
し
た
文
化
財
を
保 

存
・
修
復
す
る
仕
組
み
は
、
昭
和
四
年
の
国
宝
保
存
法
に
引
き

継
が
れ
ま
す(

資
料
2-3)

。 

古
社
寺
保
存
法
で
は
、
保
存
経
費
に
つ
い
て
国
が
年
一
五
万

円
以
上
二
○
万
円
以
内
の
金
額
を
補
助
す
る
こ
と
さ
れ
ま
し

た
。
宝
物
類
の
売
却
や
海
外
流
出
が
禁
止
さ
れ
、
古
い
建
築
物

や
仏
像
等
の
修
理
や
修
復
が
始
ま
り
ま
し
た
。
当
時
、
明
治
初

年
に
所
領
が
官
有
化
さ
れ
て
経
済
基
盤
を
失
っ
た
社
寺
や
、
廃

仏
毀
釈
に
よ
り
建
造
物
や
宝
物
が
破
損
し
た
寺
院
も
多
か
っ

た
た
め
、
各
所
か
ら
補
助
の
出
願
が
あ
り
ま
し
た
。
現
・
甲
良

町
の
西
明
寺
も
そ
の
一
つ
で
す
（
資
料
2-4
）。 

  
 

 

   

  

         
2-4「犬上郡東甲良村、西明寺、修理費精算の件」 

明治 36年（1903年）【明せ 74-2（22）】 

2-3｢古社寺保存法｣ 
明治 30年（1897年）6月 5日 

【明す 615（144）】 
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第
三
章 

文
化
財
と
史
跡
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法 

 

古
社
寺
保
存
法
が
適
用
さ
れ
た
の
は
社
寺
の
建
造
物
や
美

術
品
が
中
心
で
、
そ
れ
以
外
の
史
跡
・
名
勝
の
保
存
や
整
備
は

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
国
土
開
発
に
よ

り
貴
重
な
史
跡
な
ど
の
破
壊
が
進
む
な
か
で
、
国
が
調
査
を
行

っ
た
り
民
間
で
保
存
の
途
を
講
じ
た
り
す
る
動
き
が
登
場
し

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
国
の
動
き
と
学
者
等
の
運
動
が
あ
わ
さ
り
、

大
正
八
年
に
史
跡
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
が
成
立
し
ま
し

た
。
法
律
の
施
行
に
対
応
し
、
滋
賀
県
で
は
指
定
に
ふ
さ
わ
し

い
物
件
や
、
県
内
各
地
で
既
に
組
織
さ
れ
て
い
た
保
存
団
体
に

つ
い
て
の
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
（
資
料
3-1
）。 

さ
ら
に
施
行
の
翌
年
に
、
県
は
滋
賀
県
保
勝
会
を
発
足
さ
せ
、

保
存
に
関
す
る
調
査
に
当
た
ら
せ
ま
す
。
保
勝
会
の
調
査
員
は

主
に
県
内
の
中
学
校
教
諭
や
県
の
技
師
が
担
い
ま
し
た
（
資
料

3-2
）。
大
正
期
の
滋
賀
県
は
公
共
事
業
を
拡
大
し
て
お
り
、
観 

光
の
観
点
か
ら
近
江
八
景
を
は
じ
め
と
す
る
景
勝
地
も
開
発

の
対
象
と
な
っ
て
道
路
の
建
設
な
ど
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。 

一
方
で
、
保
勝
会
の
調
査
を
通
し
て
近
江
八
景
の
名
所
を
湖

南
勝
区
と
し
て
認
定
し
、
工
場
新
設
な
ど
を
規
制
し
ま
す
。
そ

の
後
、
湖
南
勝
区
の
規
制
は
徐
々
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
滋
賀
県
に
お
い
て
開
発
の
進
展
と
同
時
に
保
勝
会
を

中
心
に
し
て
保
存
の
模
索
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
そ

し
て
、
滋
賀
県
保
勝
会
は
、
大
正
九
年
か
ら
約
二
年
か
け
て
調

査
を
行
い
、
調
査
報
告
概
要
を
ま
と
め
ま
し
た
（
資
料
3‐3
）。 

 

3-1｢史跡名勝天然紀念物調査保存に関する件｣ 
大正 8年（1919年）8月 23日【大せ 34（2-1）】 

3-2「滋賀県保勝会設立につき史跡調査員嘱託の件｣ 
大正 9（1920年）6月25日【大せ 35（１）】 

3-3「滋賀県史跡名勝天然紀念物調査報告概要」 
大正 11年（1922年）10月【大せ 35（66-１）】 
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 第
四
章 

文
化
財
と
近
代
の
災
害 

 明
治
四
十
二
年
八
月
十
四
日
、
滋
賀
県
北
東
部
の
姉
川
を
震

源
と
す
る
大
地
震
が
発
生
し
ま
す
。
被
害
状
況
は
死
者
三
五
名
、

重
軽
傷
者
六
四
三
名
、
全
壊
し
た
民
家
は
九
七
二
棟
に
お
よ
び

ま
し
た
。
古
社
寺
保
存
法
に
お
い
て
、
建
造
物
の
修
復
は
地
方

長
官
（
知
事
）
が
指
揮
、
監
督
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た

た
め
、
県
は
各
郡
に
神
社
や
寺
院
の
被
害
状
況
を
調
査
さ
せ
ま

し
た
。
こ
の
う
ち
東
浅
井
郡
役
所
は
神
社
や
寺
院
の
被
害
状
況

を
調
査
し
、
報
告
し
て
い
ま
す
。
被
害
程
度
を
「
傾
斜
」「
小
破
」

な
ど
に
分
け
、
寺
院
に
関
し
て
は
仏
堂
と
そ
の
他
の
建
造
物
で

分
け
て
記
載
し
て
い
ま
す
（
資
料
4-1
）。
第
一
室
戸
台
風
は
昭

和
九
年
九
月
二
十
一
日
に
関
西
地
方
を
直
撃
し
、
大
き
な
被
害

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
昭
和
四
年
施
行
の
国
宝
保
存
法
で
は
滅

失
ま
た
は
毀
損
の
と
き
届
出
を
す
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
県

は
被
害
調
査
を
行
い
ま
す
。
特
に
野
洲
市
の
御
上
神
社
で
は
拝

殿
の
屋
根
が
剥
落
、
約
五
○
○
本
の
木
が
倒
壊
す
る
と
い
っ
た

甚
大
な
被
害
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
国
宝
の
都
久

夫
須
麻
神
社
本
殿
や
延
暦
寺
瑠
璃
堂
な
ど
は
速
や
か
に
修
理

を
要
す
る
と
い
う
結
論
を
出
し
て
い
ま
す(

資
料
4-2)

。
昭
和

十
六
年
六
月
二
十
八
日
の
豪
雨
の
た
め
、
園
城
寺
（
三
井
寺
）

の
僧
房
で
あ
る
善
法
院
の
庭
園
が
土
砂
や
流
木
で
埋
没
し
ま

し
た
。
県
は
史
跡
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
に
基
づ
き
、
七
月

に
文
部
省
に
被
害
状
況
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
掲
載
さ
れ
て
い

る
史
料
の
写
真
か
ら
は
、
庭
園
の
樹
木
の
散
乱
な
ど
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す(

資
料
4-3)

。 

 

4-3「名勝及史跡善法院庭園水害報告・電文案」 
昭和 16年（1941年）6月【昭せ 56-1（4-7）】 

4-1「神社所有建物に係る被害調」 
明治 42年（1909年）9月【明し 85（122〈-3〉）】 

 

4-2「社寺被害、官幣社以下神社被害状況、国宝・史跡・名勝寺
院等被害状況調査書」昭和 9年（1934年）【昭は4（9）】 

 



   令和 6 年（2024 年）9 月 30 日発行 
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第
五
章 

文
化
財
と
第
二
次
世
界
大
戦 

 
 昭

和
十
六
年
九
月
一
日
、
金
属
回
収
令
が
施
行
さ
れ
、
鍋
な

ど
の
日
用
品
だ
け
で
な
く
、
銅
像
や
梵
鐘
と
い
っ
た
現
在
の
文

化
財
に
相
当
す
る
も
の
も
回
収
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

県
は
除
外
物
件
の
要
件
を
定
め
、
地
域
の
人
々
は
こ
の
規
定
を

根
拠
と
し
て
除
外
申
請
を
提
出
し
ま
し
た
。
あ
る
寺
院
の
住
職

と
檀
家
総
代
三
名
は
、
寺
に
ゆ
か
り
の
あ
る
女
性
が
伏
見
宮
邦

家
な
ど
の
宮
家
に
仕
え
た
た
め
そ
の
縁
で
梵
鐘
を
鋳
造
で
き

た
と
い
う
由
緒
を
説
き
、
金
属
回
収
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
ま

し
た
。
戦
時
中
の
文
化
財
の
危
機
に
対
し
、
人
々
が
文
化
財
を

守
る
た
め
に
い
か
に
努
力
し
た
の
か
が
う
か
が
え
ま
す(

資
料

5-1)

。 

昭
和
十
八
年
十
二
月
十
四
日
、
空
襲
に
よ
る
大
都
市
等
の
文

化
財
へ
の
被
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
「
国
宝
、
重
要
美
術
品

ノ
防
空
施
設
整
備
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
要

綱
に
よ
り
、
宝
物
は
安
全
な
場
所
に
分
散
し
て
疎
開
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
ま
す
。
県
内
の
寺
社
で
は
文
化
財
の
一
部
を
東
京

帝
室
博
物
館
（
現
・
東
京
国
立
博
物
館
）
や
大
阪
市
立
美
術
館

へ
寄
託
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
返
還
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
資
料
で
は
東
近
江
市
の
永
源
寺
を
開
山
し
た
鎌
倉
～
南

北
朝
時
代
の
僧
侶
、
寂
室
元
光
（
じ
ゃ
く
し
つ
げ
ん
こ
う
）
の

直
筆
文
書
な
ど
の
紙
資
料
が
、
東
京
帝
室
博
物
館
か
ら
永
源
寺

に
返
還
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す(

資
料
5-2)

。 

 

   

5-1「金属回収除外申請」 
昭和 17年（1942年）8月 9日【昭せ 81（11）】 

5-2「神崎郡永源寺村永源寺国宝寄託出陳中返還届」 
昭和 19年（1944年）５月 【昭せ 58（33-3）】 
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終
戦
後
、
内
務
省
の
依
頼
に
よ
り
、
戦
時
中
に
日
本
軍
が
交

戦
等
を
し
た
場
所
で
の
略
奪
物
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
き
の 

資
料
で
す
。
現
地
の
刀
や
仏
像
な
ど
の
美
術
品
が
主
に
略
奪
物

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
略
奪
物
か
否
か
を
判
定
し
、
略

奪
と
認
定
し
た
場
合
は
没
収
し
ま
し
た
。
場
所
は
主
に
ア
ジ
ア

が
中
心
で
あ
り
、
中
華
民
国
（
現
・
中
華
人
民
共
和
国
）、
台
湾
、

朝
鮮
半
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）、
マ
レ
イ

（
マ
レ
ー
シ
ア
）、
仏
印(

現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
・
カ
ン

ボ
ジ
ア)

、
蘭
印
（
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
大
部
分
）
な
ど
で

す(

資
料
5-3)

。 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
間
情
報
教
育
局
、
高
田
修
（
た
か
た
お
さ
む
）

に
よ
る
県
内
の
文
化
財
視
察
の
た
め
に
出
さ
れ
た
史
料
で
す
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
戦
前
の
文
化
財
が
皇
室
中
心
の
基
準
で
評
価
さ
れ

て
い
る
と
考
え
、
国
民
が
中
心
と
な
っ
て
公
開
・
管
理
す
る
方

針
へ
と
転
換
を
図
り
ま
す
。
高
田
は
三
重
県
出
身
で
、
東
京
帝

国
大
学
の
印
度
哲
学
科
を
卒
業
後
、
陸
軍
軍
政
官
と
し
て
ジ
ャ

ワ
島
に
赴
任
し
、
戦
後
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
美
術
記
念
物
部
調
査
顧
問

と
な
り
ま
し
た
。
不
定
期
に
三
日
間
ほ
ど
か
け
て
県
内
で
の
視

察
を
行
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
と
き
は
長
浜
市
の
渡
岸
寺
（
向

源
寺
）、
鶏
足
寺
な
ど
の
十
一
面
観
音
像
で
知
ら
れ
る
地
域
が

対
象
と
な
り
ま
し
た(

資
料
5-4)

。 

       

5-3「掠奪物件調査 掠奪品申告書綴」 

昭和 21年（1946年）5月 24日【令 2-1399】

（1）】     

 

5-4｢国宝保存状態調査のため進駐軍第 1軍団軍政部による調査に関する件｣ 

昭和 22年（1947年）9月【昭せ 74（21）】 
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第
六
章 

未
来
に
つ
な
ぐ
文
化
財 

 

戦
後
の
文
化
財
保
護
行
政
の
基
本
法
で
あ
る
文
化
財
保
護
法
は
、
議

員
立
法
に
よ
り
昭
和
二
十
五
年(

五
月
に
成
立
し
ま
し
た
が
、
本
資
料

は
そ
れ
と
は
別
に
衆
議
院
法
制
局
が
作
成
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
「
重

要
文
化
財
保
護
法
」
の
試
案
で
す
。
ガ
リ
版
刷
り
三
六
頁
で
八
十
九
条

に
わ
た
る
条
文
案
が
示
さ
れ
、
調
査
研
究
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
重
要

文
化
財
保
護
委
員
会
の
附
属
機
関
と
し
て
、
国
立
博
物
館
や
重
要
文
化

財
研
究
所
の
設
立
を
明
示
す
る
な
ど
、
現
行
法
に
比
べ
て
内
容
が
よ
り

具
体
的
で
す(

資
料
6-1) 

こ
ち
ら
は
昭
和
三
十
三
年
一
月
の
段
階
に
お
け
る
、
滋
賀
県
内
所
在

の
重
要
文
化
財
目
録
で
す
。
国
指
定
の
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
目
録

と
、
県
指
定
文
化
財
の
目
録
を
併
載
し
て
い
ま
す
。
県
と
し
て
初
め
て

刊
行
し
た
印
刷
目
録
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
滋
賀
県
文
化
財
保
護
条
例
は

昭
和
三
十
一
年
）
十
二
月
二
十
五
日
に
制
定
さ
れ
、
翌
年
八
月
に
最
初

の
県
指
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
目
録
に
は
県
指
定
物
件
と
し
て
一
三
件

の
建
造
物
、
一
〇
件
の
美
術
工
芸
品
、
一
件
の
名
勝
、
四
件
の
無
形
民

俗
資
料
、
二
件
の
無
形
文
化
財
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
当
時
は
、
全
国
で

も
先
進
的
な
取
組
み
で
し
た(

資
料
6-2)

。 

昭
和
二
十
三
年
四
月
十
五
日
、
彦
根
市
に
厚
生
大
臣
お
よ
び
飯
島
公

園
部
長
を
迎
え
て
開
催
さ
れ
た
「
琵
琶
湖
国
立
公
園
指
定
促
進
懇
談
会
」

に
お
け
る
、
県
側
の
挨
拶
要
旨
案
で
す
。
滋
賀
県
で
は
戦
前
か
ら
名
勝

地
と
し
て
琵
琶
湖
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
が
、
琵
琶
湖
国
立
公
園
期
成

同
盟
会
で
は
、
外
国
人
観
光
客
を
誘
致
し
国
際
親
善
と
経
済
復
興
に
寄 

   

6-1｢重要文化財保護法案要綱｣   

昭和24年（1949年）9月【県立琵琶湖文化館所蔵】 

6-2｢滋賀県重要文化財目録｣ 

昭和33年（1958年）6月 5日【文化財保護課所蔵】 
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与
し
、
も
っ
て
平
和
日
本
建
設
の
礎
石
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
し
て
運

動
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
結
果
的
に
、
琵
琶
湖
は
昭
和
二
十
五

年
に
日
本
初
の
「
国
定
公
園
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
資
料
6-3
）。 

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
三
日
に
開
館
し
た
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館

の
規
程
に
か
か
る
公
報
告
示
（
告
示
第
五
三
七
号
）
の
原
議
で
す
。
産

業
文
化
館
は
本
県
産
業
の
改
良
発
達
と
文
化
の
研
究
向
上
を
と
も
に

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
社
寺
そ
の
他
の
什
宝
や
歴
史
美

術
お
よ
び
美
術
工
芸
に
関
す
る
参
考
品
を
受
託
陳
列
す
る
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
。
文
化
財
の
収
蔵
・
展
示
を
行
う
公
立
博
物
館
の
さ
き
が
け

で
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
前
身
施
設
と
な
り
ま
し
た(

資
料
6-4)

。 

県
は
平
成
二
十
年
度
か
ら
二
十
二
年
度
に
か
け
て
、
県
内
に
所
在
す

る
多
様
な
文
化
遺
産
を
「
琵
琶
湖
と
水
の
関
連
」
と
い
う
視
点
か
ら
再

評
価
し
、
そ
の
中
か
ら
特
に
優
れ
た
も
の
を
「
近
江
水
の
宝
」
と
し
て

選
定
し
ま
し
た
。
本
簿
冊
は
平
成
二
十
年
度
の
三
一
件
選
定
に
続
き
、

二
十
一
年
度
に
二
一
件
、
二
十
二
年
度
に
一
二
件
を
選
定
し
て
完
結
し

た
際
の
一
括
書
類
で
あ
り
、
選
定
候
補
の
調
査
票
や
選
定
委
員
会
の
議

事
録
な
ど
、
選
定
に
か
か
る
具
体
的
な
資
料
を
含
ん
で
い
ま
す(

資
料

6-5)

。 

令
和
五
年
三
月
、「
近
江
の
な
れ
ず
し
製
造
技
術
」
が
国
の
登
録
無

形
民
俗
文
化
財
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
機
会
に
、
ふ
な
ず
し
を
代
表
例

と
す
る
滋
賀
県
の
郷
土
食
「
近
江
の
な
れ
ず
し
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る

た
め
、
県
が
作
成
し
た
も
の
で
す
。
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
は
令
和
三

年
の
文
化
財
保
護
法
改
正
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
新
し
い
制
度
で
、
無
形

の
民
俗
文
化
財
を
幅
広
く
登
録
し
、
こ
れ
ま
で
の
指
定
制
度
を
補
完
し

て
ゆ
る
や
か
な
保
護
を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で

全
国
的
に
、
地
域
に
根
ざ
し
た
食
に
関
す
る
技
術
を
中
心
に
登
録
が
進

ん
で
い
ま
す(

資
料
6-6)

。 

 
6-4｢滋賀県立産業文化館規程を次のように定める｣ 

昭和 23年（1948年）10月22日【昭-02-173（537）】 

6-5｢「近江水の宝」選定にかかる承諾依頼について  

平成 21年（2009年）【令 2-1123（5）】 

6-6パンフレット｢近江のなれずし製造技術｣ 

令和6年（2024年）3月31日【県文化財保護課作成】 

6-3｢挨拶要旨伺（琵琶湖国立公園指定促進懇談会に

つき）｣昭和 23年（1948年）4月【昭 23-72（44）】 
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元号 

西

暦 
月 日 出来事 資料 

明治元年（慶応４年） 1868 ３  ２８ 神仏分離令 発布 1-1 

明治3 1870 7  2 寺社明細帳の作成を命じる、同年11月28日に神社明細帳の作成を命じる  

明治4 1871 5  23 古器旧物保存方 布告  1-2 

明治11 1878 10  15 彦根城取壊し回避が決定 1-3 

明治12 1879   
第18代アメリカ大統領グラント来県のため、外務省公費にて石山寺法輪院の土塀を修理（のち

来県中止） 
1-4 

明治28 1895 4  5 内務省訓令第3号より、全国の社寺等での調査が開始 2-2 

明治30 1897 6  10 古社寺保存法 公布  

2-1 

2-3 

2-4 

4-1 

大正8 1919 6  1 史跡名勝天然紀念物保存法 施行 

3-1 

3-2 

3-3 

4-3 

昭和4 1929 7  1 国宝保存法 施行  4-2 

昭和16 1941 9   1 金属回収令 施行、翌年各県による回収実施要綱ができる、2年後不要仏具献納運動 5-1 

昭和18 1943 12 14 国宝、重要美術品ノ防空施設整備要綱 閣議決定 5-2 

昭和23 1948 11 3 滋賀県産業文化館 開館 6-4 

昭和25 1950 7 24 琵琶湖国定公園に指定される 6-3 

昭和25 1950 8 29 文化財保護法 施行  6-1 

昭和31 1956 12  25 滋賀県文化財保護条例 制定 
6-2 

6-5 

昭和36 1961 3  20 滋賀県立琵琶湖文化館 開館 6-4 

令和3 2021 6  14 登録無形民俗文化財制度 施行 6-6 

令和5 2023 5  15 文化庁が京都へ移転  
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